
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

目
次

○

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

1

○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

1
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○

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
内
部
部
局
）

第
七
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

庁
、
官
房
、
局
及
び
部
（
そ
の
所
掌
事
務
が
主
と
し
て
政
策
の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
庁
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
実
施
庁
」
と
い
う
。
）
並
び

に
こ
れ
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令

で
こ
れ
を
定
め
る
。

６
～
７

（
略
）

（
事
務
次
官
及
び
庁
の
次
長
等
）

第
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

各
省
及
び
各
庁
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
設
置
、
職
務
及

び
定
数
は
、
法
律
（
庁
に
あ
つ
て
は
、
政
令
）
で
こ
れ
を
定
め
る
。

（
内
部
部
局
の
職
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

官
房
、
局
若
し
く
は
部
（
実
施
庁
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
又
は
委
員
会
の
事
務
局
に
は
、
そ
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
又
は
課
（
課
に

準
ず
る
室
を
含
む
。
）
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
の
能
率
的
な
遂
行
の
た
め
こ
れ
を
所
掌
す
る
職
で
課
長
に
準
ず
る
も
の
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の

設
置
、
職
務
及
び
定
数
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。
官
房
又
は
部
を
置
か
な
い
庁
（
実
施
庁
を
除
く
。
）
に
こ
れ
ら
の
職
に
相
当
す
る
職
を
置
く
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

５

（
略
）

○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
総
括
審
議
官
、
技
術
総
括
審
議
官
、
建
設
流
通
政
策
審
議
官
、
物
流
審
議
官
、
危
機
管
理
・
運
輸
安
全
政
策
審
議
官
、
政
策
評
価
審
議
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

・
情
報
化
審
議
官
、
審
議
官
及
び
技
術
審
議
官
）
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第
二
十
条

大
臣
官
房
に
、
総
括
審
議
官
二
人
、
技
術
総
括
審
議
官
一
人
、
建
設
流
通
政
策
審
議
官
一
人
、
物
流
審
議
官
一
人
、
危
機
管
理
・
運
輸
安
全
政
策
審
議
官
一
人
、

政
策
評
価
審
議
官
一
人
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
一
人
、
審
議
官
二
十
人
（
う
ち
一
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ

る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
技
術
審
議
官
四
人
を
置
く
。

２
・
３

（
略
）

４

建
設
流
通
政
策
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
建
物
そ
の
他
の
施
設
の
建
設
並
び
に
宅
地
及
び
建
物
の
流
通
に
係
る
市
場
の
整
備
に

関
す
る
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

５

物
流
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
貨
物
流
通
の
効
率
化
、
円
滑
化
及
び
適
正
化
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案

並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

６

危
機
管
理
・
運
輸
安
全
政
策
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
危
機
管
理
及
び
運
輸
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
政
策
に
関
す
る
重
要
事

項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

７

政
策
評
価
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
並
び
に
関

係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

８

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
と
併

せ
て
行
わ
れ
る
事
務
の
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

９

審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

技
術
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
技
術
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す

10
る
。

（
参
事
官
及
び
技
術
参
事
官
）

第
二
十
一
条

大
臣
官
房
に
、
参
事
官
十
五
人
及
び
技
術
参
事
官
二
人
を
置
く
。
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２
・
３

（
略
）

（
総
合
政
策
局
に
置
く
課
等
）

第
三
十
六
条

総
合
政
策
局
に
、
公
共
交
通
政
策
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
の
十
四
課
及
び
参
事
官
一
人
を
置
く
。

総
務
課

政
策
課

安
心
生
活
政
策
課

環
境
政
策
課

海
洋
政
策
課

官
民
連
携
政
策
課

物
流
政
策
課

国
際
物
流
課

公
共
事
業
企
画
調
整
課

技
術
政
策
課

国
際
政
策
課

海
外
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
課

情
報
政
策
課

行
政
情
報
化
推
進
課

２

（
略
）

（
政
策
課
の
所
掌
事
務
）
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第
三
十
八
条

政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

二

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
社
会
資
本
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
当
該
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
国
土
交
通
省
の
所
掌

事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
（
官
民
連
携
政
策
課
及
び
参
事
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
・
四

（
略
）

（
安
心
生
活
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
九
条

安
心
生
活
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
当
該
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
国
土
交
通
省
の

所
掌
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

イ

高
齢
者
、
障
害
者
、
子
ど
も
及
び
妊
産
婦
が
安
心
し
て
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
れ
ら
の
者
の
移
動
上
及
び
公
共
施
設
そ
の
他
の
施
設
の
利
用
上
の
利
便
性
及

び
安
全
性
の
向
上

ロ

一
般
消
費
者
の
利
便
の
増
進
及
び
利
益
の
保
護

二

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
輸
送
及
び
保
管
に
関
連
す
る
運
賃
及
び
料
金
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
当
該
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
交
通
に
関
す
る
事
故
に
係
る
救
済
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

四

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
環
境
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
条

環
境
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
環
境
の
保
全
（
良
好
な
環
境
の
創
出
を
含
む
。
以
下
単
に
「
環
境
の
保
全
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
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立
案
並
び
に
当
該
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
規
定
す
る
資
格
に
関
す
る
こ
と
。

三

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
政
策
に
関
す
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

五

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
に
係
る
事
務
の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。

（
海
洋
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
一
条

海
洋
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
海
洋
の
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
当
該
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
国
土
交
通
省

の
所
掌
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
（
海
上
保
安
庁
並
び
に
海
事
局
及
び
港
湾
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

（
官
民
連
携
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
二
条

官
民
連
携
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
官
民
の
連
携
に
よ
る
社
会
資
本
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
当
該
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二

官
民
の
連
携
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
合
的
か
つ
効
率
的
な
整
備
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
参
事
官
の
職
務
）

第
五
十
三
条

参
事
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
社
会
資
本
整
備
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
中
長
期
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
当
該
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
国
土

交
通
省
の
所
掌
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
（
官
民
連
携
政
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

社
会
資
本
の
整
合
的
か
つ
効
率
的
な
整
備
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
大
臣
官
房
及
び
官
民
連
携
政
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で

削
除

（
都
市
安
全
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
四
条

都
市
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

二

都
市
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
第
三
十
九
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
都
市
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
当
該
事

項
に
係
る
政
策
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
～
八

（
略
）

（
参
事
官
）

第
二
百
二
十
三
条

観
光
庁
に
、
参
事
官
二
人
を
置
く
。

２

（
略
）


